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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月17日(2017.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明のレンジフードは、運転スイッチ５と、運転スイッチ５からの運転信号が入力さ
れることで電動モータ３２に通電する制御装置６を備え、
　前記センサ８のファン検出信号を制御装置６に入力し、
　前記制御装置６は、ファン検出信号が入力されているときに運転信号が入力されると電
動モータ３２に通電し、ファン検出信号が入力されていないときに運転信号が入力されて
も電動モータ３２に通電しないようにできる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明のレンジフードは、前記制御装置６は、ファン検出信号が入力されていないとき
に運転信号が入力されると、警告手段９を作動するようにできる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フード２内に送風機３を設け、送風機３を駆動することで調理により発生した調理ガス
等を捕集して排気するレンジフードであって、
　前記送風機３は、電動モータ３２で回転される軸３３にファン３１が着脱自在に取り付
けられ、ファン３１をフード２から取り出し可能とし、
　前記軸３３に取り付けてあるファン３１を検出してファン検出信号を出力するセンサ８
を設け、
　前記センサ８がファン検出信号を出力しないときは、運転操作しても電動モータ３２に
通電しないようにしたレンジフード。
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【請求項２】
　前記センサ８がファン検出信号を出力しないときに、運転操作すると作動する警告手段
９を設けた請求項１記載のレンジフード。
【請求項３】
　運転スイッチ５と、運転スイッチ５からの運転信号が入力されることで電動モータ３２
に通電する制御装置６を備え、
　前記センサ８のファン検出信号を制御装置６に入力し、
　前記制御装置６は、ファン検出信号が入力されているときに運転信号が入力されると電
動モータ３２に通電し、ファン検出信号が入力されていないときに運転信号が入力されて
も電動モータ３２に通電しないようにした請求項１又は２記載のレンジフード。
【請求項４】
　前記制御装置６は、ファン検出信号が入力されていないときに運転信号が入力されると
、警告手段９を作動するようにした請求項３記載のレンジフード。
【請求項５】
　前記送風機３は、電動モータ３２を取り付ける基端板３０ａ、周面板３０ｂ、流入口３
０ｄを有した先端板３０ｃを備えたケーシング３０と、後面板３１ａ、入口３１ｄを有し
た前面板３１ｂ、複数のフィン３１ｃを備えたファン３１と、前記基端板３０ａに取り付
けた電動モータ３２を具備し、前記ファン３１は前記ケーシング３０内に、流入口３０ｄ
と入口３１ｄが対向して設けられ、前記電動モータ３２で回転される軸３３が前記ファン
３１の後面板３１ａに着脱自在に取り付けられ、
　前記センサ８は、前記ケーシング３０の基端板３０ａにおけるファン３１の後面板３１
ａと対向した範囲又は前記電動モータ３２に取り付けられ、
　前記センサ８の検出部は、前記ファン３１の後面板３１ａと対向している請求項１～４
いずれか１項記載のレンジフード。
【請求項６】
　前記センサ８の検出部と前記ファン３１の後面板３１ａとの間の距離は、前記ファン３
１を電動モータ３２で回転される軸３３に正しく取り付けてある場合に設定距離以下とな
るようにし、
　前記センサ８は前記ファン３１と非接触のセンサで、前記センサ８は、センサ８の検出
部と前記ファン３１の後面板３１ａとの間の距離が、前記設定距離以下のときにのみファ
ン検出信号を出力する請求項５項記載のレンジフード。
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